
◎平成三十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了する

こととなる地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による

選挙により選出される議会の議員及び長の任期の特例に関する

法律 
（平成二九年五月一九日法律第三四号）（衆）   

一、提案理由（平成二九年四月二一日・衆議院本会議） 

○竹本直一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を

御説明申し上げます。 

 本案は、平成三十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地

方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会の議員及び

長について、その任期の特例を定めようとするものであります。 

 その主な内容は、特例の対象となる議員または長の任期は、当該地方公共団体の議会

が、平成三十年十月三十一日までに、任期満了の日として平成三十五年四月一日から同

月三十日までの期間内のいずれかの日を定める旨の議決をしたときは、当該議決で定め

る日に満了するものとしております。 

 なお、この法律は、公布の日から施行するものとしております。 

 本案は、昨二十日、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会におい

て、賛成多数をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。 

 何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。 

 以上であります。 

二、参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長報告（平成二九年五月一二

日） 

○有田芳生君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び選

挙制度に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、平成三十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとな

る地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会の議員

及び長について、その任期の特例を定めようとするものであります。 

 委員会におきましては、衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員

長竹本直一君から趣旨説明を聴取した後、今回の立法措置により任期を短縮させる理由

と妥当性等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

 （注） 衆議院においては、委員会の審査は省略された。 


